
 
区立小中学校における適正規模・学級編制等について 

 
１．適正規模の目的とは 

義務教育段階の学校は児童生徒の能力を伸ばしつつ、児童生徒が集団の中で、多様な考えに触
れ、認め合い、協力し合い、切磋琢磨することを通じて社会性や規範意識を身につけさせることが
重要であるが、一般的に学級数が少ない学校では、教育上の課題が生じやすいとされている。一方、
集団規模が過大となった場合、児童生徒一人ひとりの把握やきめ細かな指導、学校行事で活躍でき
る場を提供することが難しくなり、学校運営全般にわたり支障が生じる可能性が懸念される。 

児童生徒にとって良好な教育環境を整えるため、学校規模による強みを生かし、課題を解消、最
小化するため、小・中学校では一定の集団規模を確保する必要がある。 
 

２．適正規模に関する考え方 

国 

○学校教育法施行規則（※抜粋） 
 小中学校とも、12 学級以上 18 学級以下を標準とする 
  ただし、地域の実態その他により特別の事情のある時はこの限りでない。 
○義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令（※抜粋） 
 適正な規模の条件は、小学校及び中学校ともおおむね 12 学級から 18 学級まで 

※５学級以下の学級数の小学校もしくは中学校と適正な規模の学校を統合する場合には 24 学級まで 

区 
○審議会答申（平成 24 年） 

小学校:12 学級から 18 学級（１学級あたり 20 人から 30 人） 
中学校:12 学級から 15 学級（１学級あたり 30 人から 35 人） 

 
３．学級編制と教職員配置の基準について 

東京都における公立小・中学校の正規教職員の定員（各校の教職員配置人数）は、各年度にお
いて東京都が定める「教職員定員配当方針」に基づき、各校の学級数を基礎として算出します。 

また、上記の学級数を基礎として算出する教職員定数のほか、「中１ギャップの予防・解決」
などのために追加配当する教員定数（加配定数）が配置されます。 

 
【参考】学級編制及び教職員配置に関する国・都・区の役割 
 
              学級編制                 教職員配置 

学級編制の標準を設定（令和４年度） 
 小学校（～３年）:35 人 
 小学校（４年～）・中学校:40 人 

都道府県ごとの教職員の標準を設定 国 

国が定める学級編制の標準をもとに学級
編制の基準を設定 

 

標準定数をもとに都が費用を負担する教
職員（都費負担教職員）の定数を設定し、
区からの内申を得て実施 

都が定める学校編制基準に従って、 
学級編制を実施 内申 

公立小学校・中学校 

学級の設置 

教職員の配置 
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